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令和３年５月 26 日発行 

 

「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス、配偶者間の暴力）」という言葉は、一度は耳にしたことが

あると思います。では、「デートＤＶ」はどうでしょうか。コロナ禍で一層深刻になっていると言われ

ているデートＤＶについて、今月は特集します。 

デートＤＶを知っていますか？ 

デートＤＶとは、「カップルの間で起こる暴力」のことを指します。 

 

 

 

 

 

恋人との関係はどうかな？当てはまるも

のがあるか、チェックしてみましょう。 

デート DVチェックリスト 

・行動やメール等を細かくチェックする。 

□された □した □どちらでもない 

 

・デートの費用をいつも払わせる 

 □された □した □どちらでもない 

 

・無理やり体を触ったり、嫌がっているのに

キスしたりする 

 □された □した □どちらでもない 

 

・蹴ったり、殴ったりする 

 □された □した □どちらでもない 

デート DVも DVの一つです。 

一概に暴力と言っても、様々な種類の暴力があります。 

  

 

 

～あなたも私も対等な関係を築くために～ 

 

 

 

 

 

「された」「した」のいずれかに当てはまっ

たら、加害者あるいは被害者になっている可

能性が高いです。 

コロナ禍で、昨年度のDVの相談件数は前年度の1.5

倍と急増しています。 

また、民間の相談機関によると若年層の妊娠相談が

1.8 倍となっており、デートＤＶに起因する内容があ

ったことも推察されます。 

 デートDVは被害者・加害者ともに「暴力を加えた・

加えられた」という認識がないことも多く、状況が深

刻になってから表面化することもあります。 

 
【相談したいと思ったら・・・】 

・ ＤＶ相談＋（プラス） 

  0120-279-889 

  チャットはこちら →   

（12～22 時）   

・ ＤＶ相談ナビ 

  0570-0-55210 

★ 嫌なことがあったら、「ＮＯ」と意思表示できる 

★ お互いの意見を尊重し、話し合うことができる 

★ 二人の時間も、一人の時間も大切にできる 

 

相手を尊敬し、対等な関係が築ければＯＫ！ 

 

 

こんな関係が作れるといいですね 
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松本市 人権共生課（松本市女性センター） 

〒390-0811  

松本市中央 1-18-1 Ｍウイング３階 

TEL 0263-39-1105 /FAX 0263-37-1153 

新着図書のご紹介 

Facebook もやっています！ 

パレア松本には図書コーナーがあり、どなたでも自由に本を読んだり、借りたりすることができます。今月

も２冊をご紹介します。 

 

 

一般的には、「社会的・構造的な差

別によって、不利益を被っている者に

対して、一定の範囲で特別の機会を提

供することなどにより、実質的な機会

均等を実現することを目的として講じ

る暫定的な措置のこと」※。 

ポジティブ・アクションには様々な方

法があり、国会や会社役員などの一定

数を女性枠として設けるもの（クオー

タ制）はよく知られている。 

この通信は、松本市公式ホームページでも見るこ

とができます 

『「自分」を生きる』（坂東眞理子著、あさ出版、2020年） 

 ハッとさせられるタイトル。働く一人の女性として、女子大学の理事長・総

長として、今まで経験されたことを余すところなく伝えています。世間一般に

言われていることだけでなく、より深く物事を考えることの大切さを痛感させ

られます。目次を読むだけでも、格言のように心に響いてきますよ。 

『明治を生きた男装の女医』（田中ひかる著、中央公論新社、2020年） 

女性が学問を学び、職業を得ることが難しかった時代に、明治政府が認めた３

人目の女性医師として活躍した高橋瑞（みず）の生涯を描いた伝記です。 

社会の雰囲気にもめげず、自分の心と医学にひたむきに向き合う彼女の生き方

には、当時より自由な時代に生きている現代人が学ぶものが沢山あります。 

ポジティブ・アクション 

 

 

女性センターでは、ほぼ毎月、男女共同参画やジェン

ダーに関連する講座を開催しています。 

受講料は無料、あるいは 500 円程度で受けることが

できます。 

近日、開催予定の講座は次の通りです。詳細は、市ホー

ムページや女性センターFacebook、チラシなどでご確

認ください。あなたからのお申込みをお待ちしています。 

 

〇デートＤＶ防止指導者養成講座 

6月 5日（土）、6月 19日（土）、7月 3日（土） 

〇知って得する保険のイロハ 

 6月 30日（水） 

〇女性が知っておきたい新相続法改正セミナー 

 7月 30日（金） 

 

女性センターの講座のご案内 

※出典：内閣府男女共同参画局ホームページ 


